
△

4 1日～ 1 31

収入がなかつた方、非課税所得のみだつた方

ツとト

つくば市長様

年

日

出提

月

個人番号 業 種

又 は

職 業

※宛

I見住所 代理人氏名

続柄 ( )1月 1 電話

番号

フリガナ 生 年 月 日 世帯主の氏名 続柄

氏 名
明・大・B召 。平・令

年  月 日
フ

ハイ トワ □ 夕 ト フ 同 ネン ホ

ン

ト フ 力

□扶養されていた、援助を受けていた  □年金・恩給を受給していた  □失業手当 ,生活扶助を受けていた  □その他 ( )

が つた ※

會

を2

3 ら かし

※

所得の不重類 (円 )収入金額 所得金額 (円 )

ア 営業等 ①
事 栄

イ農 業 ②

ウ 不 動 産 ③

工 利  子 ④

オ  配  当 ⑤

力 給  与 ⑥ ※記入不要 (フ羅僻 し▼ユf評
キ 公的年金等 ② ※ 記 入 不 要

夕 業 務 ③雑

ケ その他 ◎

コ 短 期△
口
帯波

総
譲 サ 長 期

ン 時

④

国民健康保険祝 後期高齢者医療イ栄険料 国民年金保険料 円

〇社会保険料控除
*証明書を添付 介護保険料 ( )

⑭ 小規l東企業共済等掛金控除
*証明書を添付

( ) ( )

新生命保険料 旧生命 l昇 険料

新十日人年金保険料 旧個人年金保険料○ 生命保険料控除
*証切書を添付

介護医療保険料

〇 地震l呆険料控除
*訂 明 書 ケ添 付

地震保険料 旧長期損害保険料

⑦ □寡婦控除

□死別 □生死不明

□離婚 □未帰還

○ □ひとり親控除

⑩ □勤労学生控除
*学生証の写 しを添付

(学校名 )

級

⑩ □障害者控除

□身体 □療育
□精神 口認定書

①
自所

②
震所

③
小 P舟

④
本りPオ

⑤
配所

⑥
結所

⑦ 年金所

⑥ 業務

⑤ その他

⑩ 雑計

⑪

総0譲波 ―峙

⑫
合計

○
社lメ

⑭
B｀ 規模

○
生保

〇
地震

∪
ろ

寡嬬 ひとり親

り
ぁ

勤  準

⑪
随

②
配特

○
扶養

②
基礎

⑮
D～υの計

⑮
雑損

②
医庁寮費

⑩
6計 (り 十⑭十∪,

④～②
西己
酉己
同

除
除
者

控
隅
醐

者
特
計

偶
陪

一 生

氏 名 令 □認定書  級程  度

個人番号
合計所得金額 円

口 同一生計配偶者 (控除対象配偶者を除く。)

○

扶 養 控 除

扶 養 親 族

氏 名
生年
月日

明 太 J3

平 令

続

柄
同居 月U居

の 区 分
□同居 □別居

個人番号 障害の程度 控除額 力 円

氏 名
年

日

生
月

明 大 B洛

平 令
続

柄
同居帰け居
の 区 分

□同居 □別居

個人番号 障害の程度 控除額 万 円

氏 名
生年
月日

U月 太 路

平 令

続

柄
同居弓J居
の 区 分

□同居 □別居

個人番号 障害の程度 控除額 力 円

氏 名
生年
月日

日月 大 路

平 令

続

柄
同居 月J居

の 区 分
□同居 □別居

個人番号 障害の程度 控除額 力 円

氏 名
年

日

生
月

明 大 B召

平 令
続

柄
同居 月U居

の 区 分
□同居 □別居

個人番号 障害の程度 控除額 万 円

4給与 。公的年金等に

係る所得以外 (令和

3年 4月 1日 におい

て65歳未満の方は給

与所得以外)の市民

税・県民税の納税方法

「イ国人番号」欄には、個人番号

(行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等
に関する法律第 2条第 5頂に規

定する個人番号をいう。)を記

戟してください。

□ 給与から差引き
(特別徴収)

□ 自ノ刀`で納付
(普通徴収)

⑮ 雑 損 控 除
*証 8月 書を添付

損害年月日 損害を受 けた自‐産の種類

保険金等補てん額 円 災審関運支出額 円

②医療 費 控 除
1医

療費等の支払額

*医療警揮隙の明細書を添付

円 円保険金等補てん額 ロセルフメディケーション税制を適用する
*「セルフメディケーション税制の明畑割と取丼己目を添付



5 給与所得の内訳

(思僚弁想睾笑ε諄∈窪患a夕
でヽ源泉徴収票の) 6 事業・不動産所得に関する事項

月 日 給
勤 務
口 約 月   収

1
円 FE

2

3

4

5

6

フ

8

9

10

41

12

賞  与  等 「

□ 計

勤務先所在地

勤 務 先 名

電 話 番 号

11 事 者 に す る

43 別居の扶養親族等に関する事項

所得の種類 所得の生ずる場所 収 入 金 額 必 要 経 費 青色申告特別控除額

「
ト

「

ア 所得の内訳 (その他雑収入・譲渡所得・一時所得・分離課税等)

※おも 2 も 退職

8  酉己当 る

*

40 配当割・株式等譲渡所得割控除
*

認定特定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定
非営利汚動法人に対する寄附金については、上欄に記入せず、別途
「寄附金税額控除申告書 (二 )」 を提出してください。

12 事業税に関する事項

14 る

や

9

氏    名 住 所

15 上場株式等の所得があった方  *確 定申告書の写し、年間取引報告書等の写しを添付

□ 確定申告書に記載した上場株式等の所得について、市・県民税では申告しません。

□ 確定申告書に記載した上場株式等の所得について、市・県民税では以下のとおりとします。

種  類 支払者 ・場所 収入金額② 必要経費⑦ 特別控除額◎

「 「 「

配当所得の種類 所得の生ずる場所 支 払 確 定 年 月 収 入 金 額 必 要 経 費

「 「

国 外 株 式 等 に 係
る 外 国 所 得 耕 宮百

都道府県、市区日丁村分(特例控除対象) 円

茨 城 県
条例指定分

つくば市

配 当 割 額控 除額
円

控 除 額

円

氏 名 続 柄 生 年 月 日
従事月数 専従者給与 (控除)額

個 人 番 号
ト

合  計  額

所得税における青色申告の
承  認  の  有  無

承認あり・承認なし

非 課 税 所 得 な ど

損益通算の特例適用前
の 不 動 産 所 得

円

の
ど

産
な

資
失

用
損

業
渡

事
譲

貧産 (ノ,種類 贋矢額、碑 £螂   (日 ,

F

前年中の開 (廃 )業 開 始 ・ 廃 止 月  日

□ 他 都 道府 県 の事 務 所 等

氏

名 日周咎∵
冷
暑

所 得 金 額 住 民 税 額

上 場 株 式 等 の 配 当 所 得 等
総 合 課 税 分 円 円

分 離 課 税 分 円 円

(配当)本年から差し引く繰越損失額 円

上場株式等の譲渡所得等 円 円

(譲渡)本年から差し引く繰越損失額 円

特定公社債等の利子等 円 円

※対象となる上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等については、所得税15,315%(復興特別所得税含む)と住民税 (市・県民税)5%の合計

20,315%の 税率であらかじめ源泉徴収 (特別徴収)されているものとなります。 (所得税20.42%を 源泉徴収されているものは対象ではあり

ません。)                                  .
※添付書類不足により上場株式の所得と判断ができない場合、確定申告の内容で課税することがあります。


